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平
成
21
年
８
月
19
日
と
20
日
の
２
日
間

に
わ
た
っ
て
、
内
閣
府
本
府
庁
舎
地
下
講

堂
に
お
い
て
、
『
子
ど
も
霞
が
関
見
学
デ

ー
』
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
子
ど
も
霞
が
関
見
学
デ
ー
」
は
、
文

部
科
学
省
を
は
じ
め
と
し
た
各
府
省
庁
が

連
携
し
て
、
業
務
説
明
や
省
内
見
学
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
親
子
の
ふ
れ
あ
い
を
深

め
、
子
ど
も
た
ち
が
夏
休
み
に
広
く
社
会

を
知
る
体
験
活
動
の
機
会
と
す
る
と
と
も

に
、
政
府
の
施
策
に
対
す
る
理
解
を
深
め

て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
開
催
し
て
い
ま

す
。

●

　
内
閣
府
で
は
、
『
内
閣
府
へ
め
ん
そ
ー

れ
！
』
を
タ
イ
ト
ル
に
、
多
く
の
部
局
に

よ
る
ク
イ
ズ
や
ゲ
ー
ム
、
実
演
・
体
験
プ

ロ
グ
ラ
ム
な
ど
工
夫
を
凝
ら
し
た
コ
ー
ナ

ー
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
沖
縄
担
当
部
局
に
お
い
て
も
、
『
沖
縄

を
体
験
し
よ
う
！
』
と
い
う
テ
ー
マ
の
下
、

「
サ
ン
ゴ
で
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
作
っ
て
み
よ

う
！
」
、
「
星
砂
っ
て
ど
ん
な
手
触

り
？
」
、
「
三
線
っ
て
ど
ん
な
音
？
」
、

「
か
り
ゆ
し
ウ
ェ
ア
の
着
心
地
は
？
」
、

「
沖
縄
料
理
っ
て
ど
ん
な
味
？
」
の
５
つ

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
ま
し
た
。

●

　
会
場
は
、
沖
縄
の
自
然
に
ち
な
ん
だ
ポ

ス
タ
ー
や
横
断
幕
に
彩
ら
れ
、
ま
た
、
職

員
の
演
奏
に
よ
る
三
線
の
音
色
が
流
れ
る

な
ど
、
東
京
に
居
な
が
ら
に
し
て
沖
縄
を

訪
れ
た
か
の
よ
う
な
雰
囲
気
と
な
り
ま
し

た
。

　
子
ど
も
た
ち
は
、
サ
ン
ゴ
や
星
砂
に
触

れ
た
り
、
沖
縄
の
伝
統
楽
器
で
あ
る
三
線

を
弾
い
た
り
な
ど
様
々
な
体
験
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
通
じ
て
、
沖
縄
独
特
の
自
然
や
文
化
、

歴
史
な
ど
に
つ
い
て
学
ん
で
い
ま
し
た
。

●

　
内
閣
府
へ
の
来
場
者
が
こ
の
２
日
間
で

７
１
５
名
に
至
る
、
近
年
に
な
い
盛
況
ぶ

り
と
な
っ
た
『
子
ど
も
霞
が
関
見
学
デ

ー
』
。
沖
縄
担
当
部
局
で
は
、
沖
縄
の
魅

力
を
引
き
続
き
発
信
し
て
ま
い
り
ま
す
。

お
知
ら
せ 平成２１年度「子ども霞が関見学デー」

Naikakufu Dayori

M
uribushi

内閣府だより
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n

（８月１９日・２０日）

会 場 の 様 子

サンゴのネックレスの制作体験

かりゆしウェアを試着しての記念撮影

三線の演奏体験

　親事業者(発注者)と下請事業者(受注者)との下請取引については，
「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基
準において，親事業者の義務や禁止行為などのルールが定められてい
ます。国では，定期的に下請取引の実態を調査するなど，下請取引適正
化のための指導を行っています。

１１月は下請取引適正化推進月間です。

　１１月は下請取引適正化推進月間です。全国各地において下請取引適正化推
進講習会（参加費無料）を開催するほか，全国の公正取引委員会の地方事務所
等や経済産業局等で，下請取引に関する相談等にも応じています。
　詳しくは以下の連絡先にお問い合わせください。

総　務　部　公正取引室　℡098－866－0049
経済産業部　中小企業課　℡098－866－1755

平成21年度下請取引適正化推進月間キャンペーン標語

「法令遵守は企業の常識」
～守ってますか下請法～

下請代金支払遅延等防止法 下請中小企業振興法

【親事業者の義務】
●取引条件等を記載した注文書の交付
●下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存
●下請代金の支払期日を定めること
●遅延利息の支払

【親事業者の禁止行為】
●受領拒否
●下請代金の支払遅延
●下請代金の減額
●返品
●買いたたき
●物の購入強制・役務の利用強制
●報復措置
●有償支給原材料等の対価の早期決済
●割引困難な手形の交付
●不当な経済上の利益の提供要請
●不当な給付内容の変更・やり直し

【振興基準】
●下請事業者の生産性の向上及び
　製品若しくは情報成果物の品質若しくは
　性能又は役務の品質の改善

●親事業者の発注分野の明確化及び
　発注方法の改善

●下請事業者の施設又は設備の導入，
　技術の向上及び事業の共同化

●対価の決定の方法，納品の検査の方法
　その他取引条件の改善

●下請事業者の連携の推進
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